
受診労働者数の欄中「眼の水晶体の等価線量による区分」の欄に
関する項目が、「20ｍSv以下の者」、「20mSvを超え50mSv
以下の者」および「50mSvを超える者」に変わります。また、
全区分の欄に「検出限界未満の者」の項目が追加


